
 

 

 

新潟県居住支援協議会会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、新潟県居住支援協議会（以下「本会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、新潟県における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与するため、住

宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成十九年法律第百十二号）第

５１条に基づく住宅確保要配慮者居住支援協議会として位置づけ、住宅確保要配慮者又は民間

賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入

居の促進に関し必要な措置について協議することを目的とする。 

（活動） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

  一 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関すること。 

  二 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。 

  三 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓発活動等住宅市場の環境

整備に関すること。 

  四 その他目的達成のために必要な事業。 

（会員資格） 

第４条 本会の目的に賛同し、本会に入会しようとする団体は、その法人若しくは団体の名称、

代表者の氏名、所在地、連絡先を本会に届け出るものとし、本会の承認を得なければならな

い。 

２ 市町村が前項の届け出をした場合にあっては、本会の承認を要しない。 

（事務局） 

第５条 本会の事務局は、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会新潟県支部内に置く。 

 

第２章 組織 

（総会） 

第６条 総会は、会長が必要と認めた場合又は会員の３分の１以上の請求があった場合に、開催す

る。 

２ 総会は、次の事項を評議決定する。 

一 本会の事業計画及び予算に関すること。 

二 本会の事業報告及び決算を承認すること。 

三 本会の会長、会計及び監事を選任すること。 

四 会則の制定及び改廃に関すること。 

五 その他本会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。 

３ 総会の議長は、会長又は会長があらかじめ指名した者があたる。 

（部会） 



第７条 本会は、第３条の事業を実施するにあたり、専門的かつ具体的に協議・検討するために、

部会を設置することができる。 

２ 部会には、部会長を置く。 

３ 部会長は部会を代表し、会務を処理する。 

４ 部会長は、部会員の互選により選任する。 

５ 部会において協議が調った事項については、本会の会員は、その協議の結果を尊重しなければ

ならない。 

（ワーキンググループ） 

第７条の２ 会長は、個別の事項を検討するために必要と認めた場合に、関係会員によるワーキン

ググループを設置することができる。 

２ 会長は、必要と認めた場合に、ワーキンググループに会員以外の者を出席させることができ

る。 

 

第３章 役員 

（役員） 

第８条 本会に次の役員を置く。 

一 会長は、新潟県土木部都市局都市政策課長を充てる。 

二 会計は、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会新潟県支部長を充てる。 

三 監事は、新潟県土木部都市局建築住宅課長を充てる。 

２ 本会は、必要に応じて副会長を置くことができる。 

（役員の任務） 

第９条 役員の任務は、次のとおりとする。 

一 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会を招集する。 

二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

三 会計は、本会の運営及び活動に伴う経理事務を担当する。 

四 監事は、本会の会計監査の事務を担当する。 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は１年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は再任されることができる。 

３ 役員は無報酬とする。 

 

第４章 会議 

（定足数等） 

第１１条 総会は、会員の過半数の出席によって成立し、総会の議事は、出席者の過半数によって

決する。 

２ 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又はそ

の権限の行使を他の会員に委任することができる。この場合において、受任者の特定がないとき

は会長に委任したものとみなし、前項の適用については、出席した会員と見なす。 

３ 会議の開催は、文書による照会をもってこれに代えることができる。 



４ 前項の規定により会議を開催する場合にあっては、第１項の適用については、「出席」を「回

答」と読み替えるものとする。 

 

第５章 会計 

（経費） 

第１２条 本会の経費は、補助金その他の収入をもって充てる。 

（会計年度） 

第１３条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

（会計及び資産帳簿の整備） 

第１４条 本会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整

備する。 

２ 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならな

い。 

（監査と報告） 

第１５条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。 

 

第６章 その他 

（秘密の厳守） 

第１６条 会員は、第３条の事業の実施において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のた

めに利用してはならない。また、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（解散） 

第１７条 本会は、総会の議決に基づいて解散する。 

２ 前項の規定により解散する場合は、総会において会員総数の４分の３以上の議決を得なければ

ならない。 

（残余財産の処分） 

第１８条 解散に伴う残余財産の処分は、総会において会員総数の４分の３以上の議決を得て、本

会と類似の目的を有する他の公益法人又は公益法人に準じた団体に寄附するものとする。 

 （雑則） 

第１９条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な規則等に関しては、会長が総会に諮

り定める。 

附 則 

この会則は、平成２５年８月２６日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成２８年５月２３日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成２９年１０月２５日から施行する。 



附 則 

この会則は、平成３０年５月２４日から施行する。 

附 則 

この会則は、令和７年７月 16日から施行する。 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

 新潟県居住支援協議会 会員一覧                             （令和８年６月 11日現在） 

区 分 会 員 

不動産関係団体 

公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会 

公益社団法人 全日本不動産協会新潟県本部 

公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会新潟県支部      

公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会新潟県支部 

新潟県住宅供給公社 

居住支援団体 社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会 

居住支援法人 

特定非営利活動法人 自立支援ネットにいがた 

一般社団法人 にいがた入居支援センター 

一般社団法人 居住サポートにいがた 

一般社団法人 かけはし 

一般社団法人 サンクチュアリつねよし 

合同会社 身寄りなし問題研究会にいがた 

居住支援法人 ライフアカウント 

ＧＲＡＮ ＢＡＳＥ（グランベース） 

居住支援法人 あいりす 

一般社団法人 つなぐ 

Re-Life（リ・ライフ）居住支援センター 

特定非営利活動法人 あさひの家 

株式会社 凪 

合同会社 須貝秀昭オフィス 

矯正施設 新潟刑務所 

地方公共団体 

新潟県（福祉保健部福祉保健総務課（新潟県地域定着支援センター）、高齢福祉保健

課、障害福祉課、こども家庭課、土木部都市局都市政策課、建築住宅課） 

新潟市、長岡市、三条市、新発田市、十日町市、燕市、糸魚川市、五泉市、上越市、

阿賀野市、湯沢町、津南町、関川村、粟島浦村 

 


